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令和元年度 第３回 犬山市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

日 時 令和元年10月17日（木）午後1時30分～ 

ところ 犬山市役所 2階203会議室 

出席者 長野委員、日比野委員、榊原委員、舟橋委員、 

桑原委員、木村委員、吉田委員、原 委員、 

岡 委員、久世委員、丸山委員、宮本委員 

欠席者 玉置委員 

事務局 吉野健康福祉部長、河合保険年金課長 

水野保険年金課課長補佐、 

北野保険年金課主査 

◆議事 

河合課長   台風後、急に涼しくなって体調を崩されている方もいらっしゃるみたいですけ

れども、皆さま、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただ今から第３回目の国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。 

 では、はじめに会長からご挨拶をお願いします。 

 

久世会長   はい。本日は大変お忙しい中、集まっていただきましてありがとうございます。 

今日の会議は概ね２時間を予定しておりまして、３つ決めたいことがあります。

１つ目が「県の決算状況について」報告していただく。２つ目が前回の持ち越しに

なっている「応益応能割合について」の協議に一定の結論を出すということ。３つ

目が新しい協議事項として「法定外繰り入れについて」協議をしたいと思います。

ご協力をどうぞよろしくお願いたします。 

 

河合課長   はい。ありがとうございました。 

 あと他に次回以降の日程も後ほど決めさせていただきたいと思っております。 

 

 ―資料の確認－ 

 

 今日は玉置委員が体調不良でご欠席の連絡を受けております。それから日比野

委員と木村委員がそれぞれ少しずつ「申し訳ないが遅れる」というお電話をいた

だいておりますので、ご了承願います。 

 現在のところで協議会規則に基づきまして、過半数に達しておりますので、本

日の会議としては成立するものとなっております。 

 それでは、会議の進行を同じく協議会規則３条により会長にお願いをすること

になっておりますので、引き続き久世会長、よろしくお願いします。 

 

久世会長   はい。では、議事に入りたいのですが、その前に本日の議事録の署名人を私のほ

うから指名をさせていただきます。被保険者代表の長野委員さんと歯科医代表の

吉田委員さんにお願いしたいと思います。 

 

 では、議題に入りたいと思います。議題１「愛知県の決算状況について」事務局

から報告をお願いします。 
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事務局   はい。「愛知県の国民健康保険特別会計の決算状況について」、資料１により報

告させていただきます。 

 

 前回の運営協議会で、愛知県の国保の決算見込みを報告させていただいていま

した。その時点では単年度収支で160億円の黒字となること。ただ、国の補助金の

翌年度精算分が80億円程度あり、実質80億円の黒字になるというところまで報告

させていただいていたと思います。それ以後にわかったことについて、ご説明し

ます。 

 

 決算により、国庫などへの前年度精算分、返還金が、この表の④のところです

が、87億円程度ということになって、事業納付金の余剰金は73億円になるという

ことです。 

 そこで、「この73億円の取扱いはどうなるか」ということが一番の焦点になって

くると思いますが、元々国のガイドラインで、余剰金については返還することは

決まっていましたが、前回の協議会時点では、返還の方法については決まってい

ませんでした。その後、県内市町村アンケートを基に愛知県が方向性を出してき

ましたので、ここでお伝えします。 

 

 その方針については、この資料の一番下※印の所に書いてありますが、「前期高

齢者交付金」という補助金制度がそもそもありまして、それは前々年度分を2年後

に一括清算するという制度でしたが、それに近い形で平成30年度に発生した、こ

の73億円という余剰金を3年間で清算していくということです。ですから令和2年

度については、73億円の3分の1の24億円が市町村に返還されるという予定になり

ます。返還方法については、各市町村に均等に返還するという考え方で、単純に54

市町村あるので、54で割って「1自治体当たり」という方法ではなくて、事業納付

金の算定方法と同様に、被保険者の人数によって均等に返還するという方向が出

ました。なお、令和2年度の犬山市への返還額は⑪のところにありますが、2,500万

円程度となります。これは全体の3分の1の金額になります。73億円全体でいくと

7,500万円程度の返還がありますが、来年、事業納付金に反映されてくるのは、

2,500万円程度になります。国の余剰金の返還方法については以上のとおりです。 

 

久世会長   はい。ではただ今ご説明があったことについて、まず、ご質問がある方はお願い

します。 

 

 この件は玉置委員から伝言を預かっていまして、3年かけて清算をするというこ

とは少し納得がいかないと。理屈がわからないということだったので、前々年度

分清算があるからとか、何故3年かけてやらなければいけないのかとか、何か理由

があれば説明お願いしたいのですが。 

 

河合課長   はい。県の代弁みたいになってしまいますが、今まで市町村が運営していた時

に問題になっていた前期高齢者交付金という社会保険から沢山お金が来るものが

あります。それは概算で払ったりもらったりしたものは、2年後に清算をされると

いうことで、これは財政変動には非常に大きな影響を及ぼすものになります。今

年と来年はそれがないのでいいのですが、安心していると3年後に赤字を被ったり

する危険性があるので、リスク分散のためにその年までの3分の1ずつにして、来
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年、また余剰が出たら、そこからずらして3年というふうにしていくので、3年経つ

と、結果的には3分の1、3分の1、3分の1ですので、ずっと余り続けていれば余った

1年分、全額が返ってくるというイメージで、「リスク分散のために、3分の2をこ

すくとっておくというイメージではないですよ」というのが県の説明です。 

 

久世会長   他の都道府県もそういう運用をしているのですか。 

 

河合課長   すみません。よその都道府県がどういうやり方については、まだ把握はできて

いません。 

 

岡委員   僕も納得がいかないと思っていますが、やはり精算ですので、これはできるだ

け速やかに精算すべきというのが本来ではないかと思っていますけれども、県の

方でプールしておいたお金は、県の方で何か「こういうふうに有効に使うんだ」と

いうことがあるのですか。それとも速やかに返済したほうが市町村はそれに応じ

て適切な運用を図れると思っていますけれども、そちらの方がメリットがあって、

県の方に何かメリットがあるのかどうか。それは3年経てば3分の1、3分の1、3分の

1を持ってくることでしょうけれども、県のほうでストックしておいて何かメリッ

トあるのであれば話は別ですけれども、精算は速やかにするほうが各市町村にと

ってはメリットが大きいのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。 

 

河合課長   はい。そこだけ捉えられると、私もおっしゃる通りだと思います。ただし、市町

村で我々が運営していた時もそうですが、最初の年が始まって、概算、概算が続い

て3年目に例えば犬山ですと何億円というお金の返還が社会保険からきますので、

その時、多分県全体の金額としては非常に巨額になると思います。その時にもし

マイナスが生じると、その年の我々に課された納付金を毎年清算していくのであ

れば、その時だけドカッと上がった金額を我々が納めなくてはいけなくなるので、

そういう面では市町村にはデメリットがあると思います。「だいたいこれぐらい

だ」と思っていたのに思わぬ清算が発生して、その年だけ納付金がボンと上がる

というリスクがありますから、県としてはそういうことにならないように「単年

度だけで完結するのではなくて、少し長いスパンで見させてくださいよ」という

意味になると思うので、市町村にとってメリットが全然ないわけではないと思い

ます。それこそ「リスクの分散」という意味だと思います。そういうことを県は考

えているということです。 

   今は、余剰金が発生しているので、返還が出てきますけれども、足りない場合も

あります。その時に備えてということもあると思います。今回は、マイナスでない

ので確認はとっていませんが、マイナス分も3年間でという考え方は同じになって

くると思います。 

 

岡委員   そうするとマイナスが出た時には、一旦決算で余剰金が出ている、その余剰金

を県の方でつぎ込むということが有り得るということですか。 

 

河合課長   そうです。その通りです。「それは穴埋めに使います」ということです。 

 

 １回、１回精算するというのが筋だということは一方ではありますが、そうす

ると財政変動が起きて今年余ったからよかった。返ってきた。来年は「実は足りな
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かったから納付金にそれだけ上乗せするね」と言われた時に、去年余っていたも

のをそこに充てれば、「市町村の変動が減るでしょう」というのが県の言い方にな

ります。 

 

岡委員   財政運営の基本に「単年度主義」というのがあるのはご存知だと思いますけれ

ども、これに対しては県のほうはどういう説明をしてみえるのですか。 

 

河合課長   回答になるかわかりませんが、介護保険の制度が多分頭にあって、単年度主義

というのはもちろんその通りですけれども、介護保険だと3年度を見越して3年間

の税率を定めていますので、1年目は、単年度ではもちろん黒字になりますから、

その黒字は基金に積んでおきます。2年目は多分、適正でとんとんになります。3年

目になると税率を据え置いているので赤字になりますが、1年目の黒字をそこに充

てます。それによって「単年度の収支を安定化させていきます」という趣旨になる

ので、おっしゃることはもっともですが、基金と同じ考え方で、そういうことをお

やりになるのではないかというふうには感じています。 

 

岡委員   今の説明でしたら、基金を作って、基金に積み立てて、赤字になった時に取り崩

すということは理解できますが、3分の2を繰越して累積黒字を持っておいて、マ

イナスになった時にそれを取り崩すということでは、単年度主義とは明確に相容

れないことですので、基金を創設するという方針があるのか、ないのか。今みたい

な形で繰り越した3分の2の累積黒字を「赤字の時には使っちゃうよ」というのは、

これは少し違うというふうに思いますが、その辺はどうなのですか。 

 

河合課長   おっしゃることはよくわかります。犬山市が正にそれで、今まで繰越金でやっ

ていましたが、「基金に積んでちゃんとやりましょう」という話をしたので、ご趣

旨はもっともです。県に新たな基金を作るのか、今ある既存の基金に積んでおく

だけなのか、繰越金でやりとりをするつもりなのか、確認ができておりませんの

で、またそこについての意向は確認をさせていただきたいと思います。 

 

岡委員   基金を創設するということであれば、私も許容範囲だと思っていますけれども、

3分の2は累積黒字に回すよということであれば、こういう財政運営の単年度主義

に明確に干渉すると思いますので、「それはいかんという声が強く出ました」とい

うことを言ってほしいと思います。 

 

久世会長   この措置はずっと続けていくのですか。 

 

河合課長   先ほど言った3年が過ぎて、安定運用ができるようになって、リスクがほぼない

とわかれば、もちろん単年度で精算していくのもありかな、というふうに私、個人

としては感じますが、愛知県もまだ制度を創出して最初ですし、これ以降の変動

や新たな精算もあり、しかも財布を握るのが初めてで市の財政の何十倍の財政規

模ですので、心配しているのだろうな、というところは我々実務を扱う者として

は理解ができるところだと思っています。 
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長野委員   先ほど国は「全部返還しなさい」と言われましたですね。それは国の方として

は、この愛知県の取扱いは、犬山市だけの問題ではないと思いますが、国はそれを

了解されているとか、そういう取扱いもあるなという考え方で対応しているので

しょうか。 

 

河合課長   国のガイドラインは、やみくもにため込んで返さない、清算しないということ

はあり得ないという言い方になっていたかと思いますので、「清算することが原

則だ」というところなので、恐らく県も国に背いてまでそういうことをやろうと

はしていないと思いますので、多分確認をして許容範囲とされたのだろうという

推測はしています。 

 

河合課長   基金に積むかどうかは、県の方に改めて確認をとらせていただきます。 

 

久世会長  できれば他の県の状況もわかる範囲で調べておいて欲しいと思います。 

質問はよろしいでしょうか。 

 では、この件はこれでよろしいでしょうか。 

 

   議題の2つ目にいきたいと思います。 

 「応益応能割合について」、これは前回に引き続いてですけれども、事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局   応益応能割合については、現在の税率構成で、応益対応能が45％対55％となっ

ています。この状況は、受益を受ける一人一人の公平性から負担してもらう応益

よりも、担税能力がある人により多く負担してもらうという方向に少し傾いてい

る状況です。 

 そこで、この負担割合を変更した方が良いかどうかを議論していただくという

ことになります。 

 資料2をご覧ください。真ん中に表があります。現在の国保加入世帯の加入人数

の状況の表になっています。この表の一人世帯、二人世帯の部分がほぼ全体の9割、

89.61％を占めています。被保険者数が一番多い世帯については、8人世帯で、3世

帯となっています。 

 そこで、こちらの表からモデル世帯として、今回は、割合の多い一人と二人世帯

と、最大被保険者世帯の8人世帯の応益応能割合を変更した場合の年税額の変化に

ついて、次の資料2の2の方でお示ししています。この表をつくる前提としては、犬

山市全体で応益応能割合が変わったとしても同じ税額が確保できるように均等割

額と所得税割税率を調整して、応益応能割比率を50％対50％、40％対60％にした

場合の2パターンを作成しました。パターン1の表は、応益応能比率を現行より応

益側へ傾けた場合、50％対50％にした場合の表になります。二重線で区切られて

いている3モデル世帯とも、所得の少ない世帯で、負担が1世帯当たり500円から

7,000円と増えていますが、平均的な所得の世帯は、逆に500円から7,500円に減っ

ています。パターン2については、応益応能比率を応能側へ傾けた場合になってい

ます。パターン1とは逆に3モデルとも所得の少ない世帯の負担が1世帯当たり

2,300円から33,800円の減額し、平均的な所得の世帯は、1世帯当たり3,000円から

17,100円の負担増になっています。ちなみに、一番構成比率の高い1人世帯におい

て、平均的な所得の世帯の1世帯当たり8,800円の増額になっていますが、この金
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額は、平成30年度の税率改正した時の1人当たりの増額5,126円よりも大きい金額

となってくる状況にあります。 

 

 このことからわかることは、応益応能割合を変えることで影響があるのは、平

均的な中間所得層と低所得者層となり、高所得者層については、限度額が設けら

れているので影響はありません。この高所得者層に負担してもらえる方法があれ

ば、良いと思いますが、限度額の引き上げという方法では、前回の協議会の中で議

論いただいて、「3万円引き上げる」という方向性を出していただきましたが、こ

れでは、240万円程度の増収という小さなものにしかなりません。 

 以上のようなことを参考に応益応能割合を現行通りにするのか、変更するのか、

ご議論いただければと思います。 

 

久世会長   はい。今の割合の4.5対5.5を変更した場合のシミュレーションになっているわ

けです。それをどちらに傾けるかというシミュレーションですけれども、まず、現

状を維持するのか、変えるべきなのかというところでご意見をいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

桑原委員   これまで変更されたことはあるのですか。なぜ4.5対5.5をこれまで維持してき

たのか何か理由がありますか。 

 

河合課長   これまで明瞭な意図をもって応益応能割合を変えてきたことは恐らくないと思

います。先回お話しましたけれども、以前は1対1が理想、理念だという形になって

おりました。今の5.5対4.5というのは、愛知県の所得水準から考えて、日本全国か

ら比べると所得が少し高いものですから、それに合わせて愛知県の標準が「これ

ぐらいだから」ということで先回、30年度に増税をする時に「標準が一番良いので

はないか」という協議会の結論をいただいて、現在そのように設定をさせていた

だいているところです。 

 

岡委員   質問ではなくて、基本的な方向性については、前回、私が申し上げたように他の

健康保険の組合は基本的には所得一本ということですけれども、国保の場合は、

所得、平等割、均等割という3本立てになっていますが、どうしても均等割という

のは江戸時代を含めた以前のいわゆる人頭税、頭数割りというイメージが強くて

所得が少ない人ほど重い。事務局のほうで以前に所得ごとの負担率の一覧表みた

いなものを作って見せてもらった記憶があるのですが、それによると国保の負担

率が低所得者ほど重い。収入の20％近くに及ぶとか、もう少し所得があっても10％

を超えるとか、ずっと所得が増えていけば国保の負担率は数％だよという所得に

応じた負担率の表を作りましたよね。見せてもらった覚えがありますが、皆さん

には配られなかったというふうに思っていますが、それから考えてもやはり低所

得者の負担率を下げていくということが僕は大事だと思っていまして、それに増

して今まではフィフティー・フィフティーと言っていたのを愛知県の平均ではみ

んな所得があるから、所得割、応能割の方に比重を傾けて55対45にしたというこ

とは、僕は評価しています。一気に「応能割を100％にせよ」ということまでは発

言しませんけれども、応能割を増やしていく努力を、その方向性だけは少しでも

持ったほうがいいという思いがあります。とりわけ均等割の中に子どもが入って

いることについて、「やはりこれはおかしいぞ」ということを再三述べてきた中
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で、犬山市長が愛知県の市長会で頑張りまして、国の全国市長会に向けて、「この

子どもの均等割は失くしていくべきだ」という意見書を持ち込むことに成功しま

した。そういう点では、言うだけではなくて、犬山市も全国の市長会や全国市議会

議長会で、やはり均等割の子ども部分については、無にする。ゼロ負担にしていく

という方向を持つべきではないかということを国へ主張しつつ、市町村でもその

辺の努力を私はすべきだと思っています。単なる応能割、応益割をどうするかと

いえば、少しでも応能割を増やしていく。応益割を減らして低所得者の負担を軽

くしていく方向をとるべきだと思っていますし、とりわけオギャーと生まれた赤

ちゃんからすぐ「人頭割だよ」と言って、均等割を課すのは過酷だと思いますの

で、子どもの均等割はやはり無くしていくべきだという声を犬山市が愛知県の中

で市長会としては初めてその声をあげて、愛知県の市長会としては全国の市長会

にこの決議を持って、「全国でもこれを無くしていこう」ということに成功しまし

たので、議会のほうも頑張らなければいけませんが、そういう努力を犬山市もし

ていくべきだと思っています。 

 

久世会長   低所得者の負担を軽くするという趣旨のご意見だと思いますが、この備考のと

ころにも軽減というところがあって、その軽減が図られた後の税額ということで

す。 

   低所得者の方には7割軽減、5割軽減、2割軽減というものがあって、減額された

後の数字だということではあります。4対6にした場合、基本的には中所得者の方

の負担が増えて、低所得者の方の負担が軽くなるということです。今の説明の中

だと、5対5というのは以前の形に戻すことになるわけですね。そこをどうするか、

という議論です。最初5対5だったところから、今、応能、お金を持っている人の負

担を重くするという方向で4.5対5.5になってきていて、今、岡委員のご意見はそ

の流れの中で4対6にしていくべきではないか、というご意見だったということで

す。 

 そこで、現状に留めるのか、4対6にしていくのか、もしくは以前に戻すのかとい

う3択ということです。 

 

河合課長   事務局から少し補足します。 

 先ほど会長がおっしゃった通り、7割、5割、2割という段階で軽減があります。

中間所得者層が重くなるということが事実ですが、事務局として一番気にするの

は、ギリギリ軽減を受けられない方たちは、決して中間所得者層ではないと思っ

ていまして、応能を上げるとそこの人たちへの負担がポンと上がってしまって、

軽減がかかっている人たちはまだ均等割などが減るのでいいですが、この平均所

得を見て頂くと基準所得が年間で123万しかない方が平均ですから、こういった方

は皆さんの生活環境から言うと決して中間所得者層ではないと思うので、事務局

としてはそういう方たちが「中間所得者層」という名の下に税が上がるのは少し

気になっています。 

 

久世会長   中間所得というと300万から600万ぐらいだと思っていましたが、そうではない

ということです。 

これは国保の被保険者の中の中間とか、低所得者とかいう割合というわけです

ね。 

河合課長   そうです。国保の方は、全体的に所得が低いということはあります。 



犬山市国民健康保険運営協議会 2019.10.17 

- 8 - 

岡委員   先ほど発言の中で言ったように、所得ごとの国保の負担率、これは水野議員の

要請で資料を作成したのではないかと思っていますので、今回、この表だけでは、

「所得最大」、「所得最小」、「平均」と言ってもどこをとってみえるのかわから

ないので、所得の水準毎に「国保の負担率がどうなのか」ということと、そしてこ

れを今の4.5対5.5と、それを4対6にした時、5対5にした時の表を作ってもらわな

いと、今出ている表だけでは、結論を出すには不十分だというふうに思っていま

す。 

 

河合課長   以前、国保の人たちの所得階層別のものをお作りした記憶があって、それは当

時のものであれば、そう大変わりしてなければすぐ出すことはできると思います。

ただ、今、岡委員がおっしゃったのは、国保税がその人の所得の何パーセントを占

めているから、例えば「低所得の人は保険料が3割も、しかし、お金持ちの人は5％

に過ぎないから、やはりこの人達を救うべきだ」という資料だと思いますが、そこ

まではお作りした記憶はないですが。 

 

岡委員   その表を僕は見ているから、それに今の基準の4.5対5.5と、4対6になった時と、

5対5になった時のものをシミュレーションでやれば、非常に手に取るように所得

階層によってどうなるのかということがわかります。誰の目にも「ああ、こうだ

ね」ということがわかるので、今日、結論を出すのではなくて、その情報を事務局

に奮闘して、作っていただいて次回、それを見た上で判断するという形のほうが

僕は運協として責任を持てる結論を出すことになるのではないかと思っていま

す。 

 

事務局   そのモデルを作るにあたって、国保の世帯人数の構成自体は1人世帯、2人世帯

が結局、全体の9割で、1人世帯が6割なので、人数割の部分を排除していいですか。 

 

久世会長   そうなると岡さんの言う人頭税的なところからは全然違う話になっていく。 

   また、夫婦だとか母子家庭・父子家庭のような形なのかというところでも分か

れる気がするので、その辺りは少し情報を整理して、どういう世帯の方に特別に

手厚くするかという議論になってきそうな気がします。もう少し、その辺りを煮

詰めて考えたほうがむしろ有効な手が打てるのではないかという気がするので、

そう拙速に結論を出すこともないと思いますので、継続して議論するということ

でよろしいですか。 

 

岡委員   是非、継続して議論をして欲しいと思っていますけれども、もう一つ、「子ども

の均等割」18歳未満の子どもに掛かっている均等割というのは、だいたい幾らな

のか。一宮市みたいに、これを3割だったか、半分だったか減免した場合のように、

子どもの均等割を全部ゼロにした場合や半分にした場合に市が持たなければいけ

ない予算額が出てくるので、それを資料として議論できると思います。 

 

河合課長   確か一般質問でも同様のご質問があったので、当時の金額とかもお答えはして

いると思います。ネックになる部分についても多分お答えをしていると思います

ので、共有のため皆さんにその資料を次回お出ししたいと思います。 
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丸山委員   今日の資料を見ての意見ですけれども、先ほど言われたように1人、2人世帯が

ほとんど9割あって、岡さんが言われたみたいに子どもがいるところは少数派だと

思いますが、2の2の表を見ますと、一番金額が跳ね上がるのは、パターン2の8人世

帯の真ん中の17,100円上がるというところだと思います。子育て世帯というのは、

学費、住宅ローンは払わなければいけない、食費も掛かるというような中で、子ど

もが多い世帯で平均的な所得の人が一番上がるようなふうであるなら、自分はパ

ターン2にすべきではないのではないかと思います。 

 

河合課長  この8人世帯というのはお子さんが多いということではなくて、一家で自営業を

やった場合には、全員を一世帯にすれば限度額に行けばそこで済みますので、そ

ういった節税効果を狙って大家族になっていらっしゃる方がいるのかなという気

がしますので、お子さんが居るというと多分4人世帯までということかなとは思っ

ています。8人世帯というのは、少し特殊事例かなというふうには本当は思ってい

ます。 

 

丸山委員   特殊事例ではなくて、ありそうな世帯構成で示すべきではないのではないかと

思います。 

 

河合課長   そうですね。昨年は年齢ごとに4人世帯でお子さんが2人居るというようなもの

も作っていましたが、それは同じように議論すると影響がある人たちがほとんど

居ないのに、そこを中心に話がいくのではないかというご意見もありましたので、

今回は一番多いターゲットというシミュレーションを示させていただいたのと、

あとは極端な部分ということで最高値はやはり示すべきだろうという考え方でさ

せていただいているものです。 

 

久世会長   ご意見、よろしいでしょうか。質問等、ご意見等。 

 では、岡委員のおっしゃった資料などを含めて、また、次回改めてという形にさ

せていただいてもよろしいでしょうか。 

   では、２つ目の「応益応能割合について」はまだ次回に持ち越しということでお

願いしたいと思います。 

 

 ３つ目に移ります。「法定外繰入について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   「法定外繰入について」説明する前に第１回の運営協議会の時にもお話しをし

て、繰り返しになりますけれども、犬山市の会計、財布には一般会計と特別会計が

あります。そして、この国民健康保険事業については特別会計というものになり

ます。一方の一般会計というものは、約7万4千人の市民全体の日常的な公共サー

ビス－ごみ処理や道路管理、消防、教育などを提供するための支払いや市民から

の市税収入等を管理する会計、財布となっています。 

 

 一般会計の平成30年度の決算額は、267億4千万程度、今年度予算は256億5千万

円。これに対して1万5千人の被保険者を抱える国民健康保険事業は、平成30年度

の決算額は76億5千万円で、今年度予算は、71億1千万円。犬山市の一般会計の予算

の3分の1の額に及ぶ大きな事業会計という状況になっています。一般会計とは別

の財布で管理されているというものになっています。 
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 そこで、本来、特別会計というのは、法律に基づく国・県・市からの援助資金や

国民健康保険税のような受益者負担、こういったものでやりくりすべきですが、

その歳入だけでは経営できませんので、更に一定のルールに基づいて市の一般会

計からの資金援助を受けて運営しています。この部分が法定外繰入と言われるも

ので、これから皆さんにご議論いただくものになってきます。 

 

 それでは、資料3を見ていただいて②の「繰り入れの種類」のところに「法定」、

「法定外」とありますが、平成30年度の「法定外」の繰入金の総額は実績で

79,269,093円。一人当たりにすると5,096円の金額になり、一般会計から繰り入れ

されています。 

 

 なお、上段の「法定」と書いてある部分については、必ず一般会計のほうから繰

り入れされているものになります。 

 

 そして次のページを開いていただいて、毎回の繰り返しになりますが、③のと

ころにもありますが、「法定外繰り入れについての国の考え方」としては、法律で

の縛りはないものの、保険税を下げるための繰り入れの解消を強く求めていると

いう状況があります。「法定外繰り入れはダメだよ」と言っています。今、犬山市

が行っている法定外繰入－先ほどの下段の部分ですが、こちらは国が推進してい

る特定検診や糖尿病性腎症重症化予防事業の一部、福祉医療実施に伴う国庫負担

の軽減分といった基準に沿った金額になっていますので、赤字補てんという目的

で繰り入れたものではありません。ですから、国からの指摘、指導は今のところあ

りません。 

 

 こういう状況があり、昨年度の運営協議会のほうでは「法定外繰入金を県下平

均まで投入し、その後、期間を定めて減少させていくべき」という意見と、「国保

特会の中で完結し、国保加入者以外の市民に負担を求めるべきではない」という

意見がありました。その２つの中で意見のとりまとめは出来ていません。どちら

も「法定外繰入自体は減少させていこう」という考えではありましたが、今、犬山

市が行っている法定外繰入については国が禁止している法定外繰入ではないの

で、この部分については市の財政当局も繰り入れを認めているので、今後も継続

していけるだろうということは当局としては考えていますが、そういう状況があ

るということを基に、「法定外繰入をどうすべきか」ということをこの協議会で議

論していただければと思います。 

 

河合課長  補足資料について説明させていただきます。資料3の3は、昨年度、法定外繰入に

対して、国、厚生労働省はどう考えているのか、直接、しっかり聞いてくれという

依頼がありましたので、その回答になります。繰り返しになりますが、国は、法定

外繰入の全部を禁止しているわけではなく、保険税が上がりそうな時に、それを

緩和したり、税を引き下げるために繰入れるのはやめてくれという言い方をして

いることです。ただ、法律的なペナルティを科したり、禁止することまではできな

いであろうという見解がなされています。 

  参考として、今後の国の法定外繰入の締め付けは、より厳しいものになってく

るであろうということで、最新版の情報で、波線が引いてありますが、「国保財政
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の健全化に向け、受益と負担の見える化の推進、法定外繰入の解消」が全世代型社

会保障検討会議の中に盛り込まれているという情報の提供でございます。 

  資料3の2は、会長からご依頼いいただきまして、この10年位の法定外繰入の推

移についての表をお作りしたものです。平成20年度が後期高齢者の制度が始まっ

て、新しい国保の制度ができた年になります。それ以降も被保険者数は、うなぎ登

りで、国保は人数が増えてきておりましたが、後期高齢者が始まった2年度目から

被保険者数が、減少に転じ、現在に至っています。 

そういう状況になっていましたが、法定外繰入を伸ばすことが良いことだとい

う論調が、当時はまだあり、平成24年度くらいまでは、順調に法定外繰入は伸びて

いきまして、最高時は、3億円以上入れていたということです。そこから、平成26

年度に低所得者への軽減を6.4割から7.5.2割に拡大しました。それと同時に資産

割を廃止して減税を行っています。平成20年度に増税をした時には、痛み分けと

言う面があるので、保険税を上げると伴に、市も痛み分けで法定外を増やしまし

ょうということで、法定外繰入を増やしてきました。ここに来て、増税する時に痛

み分けをしたのであれば、減税する時も一般会計からの繰入を減らすべきと協議

会の中でありまして、ここから転換して減じていく形になりました。平成27年度

に、この30年度の国保改革を踏まえて、国は法定外を減らせというのであれば、法

定繰入を増やすべきであろうと、中間所得者層への支援という意味の基盤安定の

繰入金の制度を拡大いたしまして、26・27年度で、法定繰入が27％・25％と大幅に

伸びまして、25年度から比べると6割くらいは増えましたので、そのバランスもあ

りまして、法定外の方が相対的に減ってきているということであります。それ以

降は、被保険者数の減少に伴って、徐々に微減となり、現在の金額になっていると

いうところでございます。この10年間の繰入金の歴史というものになります 

 

久世会長   はい、概略は掴めましたでしょうか。結構、今まで増税をしたり、そもそも医療

費が上がる平成20年度には考えがあって、増税をする代わりに市も負担を増やす。

それが法定外繰入というところに反映されていって、上げたのだけれども余って

しまったので「返します」ということが25年、26年辺りから始まっていて、今に至

るという流れです。今、また今度は愛知県からの要求分が増えてきたので、増税を

しなければいけないというような状況の中で、「さあ、ではこの法定外繰入をどう

しましょう」という議論になってきているという段階です。 

 

 まず質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。 

 

 これも玉置委員から伝言をいただいていまして、「法定外繰入は、やっていくべ

きだ」と、「一定の分はやっていくべきだ」ということを伝言でいただいていま

す。増やしていくか、今はやはり少なすぎるので、被保険者の負担軽減ということ

は重要なことだから、一定の金額の法定外繰入は増やしていかざるを得ないとい

うようなご意見でした。金額が幾らかということは聞いていませんが。 

 

宮本委員   国の指針のところで実際、二重の負担であるというのは、正にうちの協会けん

ぽとか保険者、組合もそうですけれども、その中に勤められている方というのは、

保険料を国に定められている分がありまして、今日は資料がありませんが、去年

資料を出していますが、うちが納めている保険料の約4割近くは国に納めていま

す。この国に納めている金額がこういった後期医療や市などの部分に分配されま
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して、お金が納められている。なぜ二重になっているかというところを厚労省が

回答を出していますが、その人たちはもちろん市や、あちこちに住まれていると

思いますが、そこで更に税金を納めている上に国から市のほうに入ったお金もま

た国保税に入っていくとなると、言い方は悪いですけれども国民健康保険の加入

者に対して、その方たちがお金を負担しているというような形になるので、「二重

をやめてほしい」ということを国は指針として出しています。ただ、それについて

実際、赤字であるわけなので、その法定外繰入のところを国はそういった形で指

針を出していますけれども、今後そういったことがダメであれば、その施策も今

のうちに考えておかないと、今後、犬山市議会のところも含めてですけれども、少

し補うことを考えておかないと。国が言っていることももっともなことで、うち

の立場から言うとそういったことももちろんあるのですが、そういったことも見

据えた状態でないと、入れるということに関して、他の案のところも、今後を見据

えたことも考えないと少し難しいのかなと思いましたので、意見をさせていただ

きます。 

 

久世会長   はい。国のほうは「法定外繰入は好ましくない」という考え方ですが、実際はど

うでしょうか。愛知県の自治体はだいたい何割ぐらい法定外繰入を行っています

か。自治体として繰り入れをせざるを得ない状況なのは。 

 

河合課長   まず、法定外繰入を県下の市で一銭も入れていない市は2市だけです。その他の

ところは犬山市も含めて何らかのものは入れています。最高額は一人当たりで3万

円以上入れているところから、さきほどのゼロのところまでありまして、犬山市

はどちらかというと県下38市の中では低いほうで、27位ぐらい。お尻から3分の1

ぐらいのところにあります。国も全部は禁止していません。保険税を維持したり、

下げるために、「被保険者に負担を求める代わりに一般会計から補てんをすると

いう考え方はやめてください。」という意味になりますので、先ほどの保健事業は

市民一般の方にも恩恵があるということですから、国保だけの人のためにやるわ

けではないので、「それは一般会計から一部補てんしてもいいよ」ということなの

で、そういう健康のための事業にはお金はこれからも我々も入れていきたいと思

います。また、子ども医療などをやりますと、無料になるので、「医療費が膨らむ

でしょう」と。「それは市がやることなので、国には責任がないので、その部分は

差し引いておきますね。」という制度があって、これが国の補助金のペナルティー

と言われている部分ですが、それも犬山市が「中学まで子ども医療を拡大してや

っているのだから、それは国保のせいじゃないよね」ということで、それも一般会

計からお金はいただいていますので、この2点については、我々もやりたいし、こ

れも継続的にやっていくべきで、法定外を全部否定するつもりはないです。ただ、

申し訳ないですが、保険税をどれだけの市町村が下げるために入れているかなど

少し詳細なところまで踏み込めていないのですが、確かあまりひどい所は国から

指導が入って「削減計画」を立てさせられた所が数市昨年ありますが、名古屋市を

含めて5市ぐらいあったかなと思うので、そこは少し目に余ると思われているのか

なという感触です。そんな現状だと思います。 

 

 

 

 



犬山市国民健康保険運営協議会 2019.10.17 

- 13 - 

久世会長   愛知県の中では、犬山市は繰り入れが少ない方だということです。 

 国は望ましくないと言っているけれども、実態はそういうわけにもいかなくて、

裕福だと言われている愛知県の中でも繰り入れがだいたい行われていると。犬山

市はその中でも繰り入れが低いほうだというのが現状だということです。それを

踏まえて、繰り入れをどうしていこうかという議論をしたいと思います。 

 

河合課長   今、裕福だというお話がありましたが、先ほどの話でいくと市の全体が裕福な

ところは、やはり繰り入れる傾向が高くて、長久手市や日進市が最もよくて今、伸

び盛りの市と言われているところです。豊田のベットタウンで非常に人口も増え

て、まだ活力がある町です。この近辺ですとやはり小牧市が大きくて、逆に尾張近

辺はどちらかというと愛知県の中では貧しいところが多いので、全体的に低めの

傾向が出ているといったところです。 

 

久世会長   財政に関してはあくまで犬山市の一般会計というか市長部局でやってもらうこ

とでもありますので、ここの協議会としては現状を踏まえて、繰り入れを入れる

かどうか。要請はするけれど財政はどうかというのは、また市長の判断もあると

思うので、全く荒唐無稽な答申ではいけないとは思いますが、例えば、今までの最

大分、表の中の①と②を合わせた金額ぐらいまでは、そんなに過剰な金額ではな

い気はしますが。平成31年度にあたってはだいたい4億3千万円。今までのＭＡＸ

だと平成23年の5億4,300万という幅がある。この中ぐらいの範囲だったら、僕は

可能なのではないかなという個人的な意見ですけれども。その中でどこまで繰り

入れを増やすか、もしくは現状維持にするのかという議論になると思います。 

 

丸山委員   はい。やはり先ほどおしゃいましたけれども、国保に入っていない人から見れ

ば、自分たちは社会保険に入っているので、国保の恩恵は受けないという人から

すれば、税金から流れているというのは、二重に払っているような気持ちになっ

て、納得がいかないという方はいると思います。ですからやはりそういう方々に

対して納得してもらえるような努力はすべきだと思いますし、一般会計をどんど

ん入れるべきだということは、私は違うかなと思います。やるなら税率を引き上

げるとか、徴収をしっかりするとか、やれるだけのことはやった上で、それでも足

らないという話ならわかると思いますが。ですから自分は慎重に考えるべきでは

ないかと思います。 

 

久世会長   この後に説明があると思いますが、現状だと県から求められている分が足りな

いので、前年度の答申では今年度の税率は据え置きということにしていますが、

20数パーセント足りない状況なので、これから何ヵ年かかけて税率を増やしてい

かざるを得ない状況になっています。ですから税率をそんなに増やさなくても良

ければ現状維持ということもありますが、丸山委員のご意見の中で税率を上げる

という中で、前年度は6％ぐらい上げています。今年度は据え置き。将来的には上

げていかざるを得ない状況という中での議論になります。ですからその税率をど

こまで上げるか。20数パーセントをどこまで被保険者に求めて、どこまでを市に

求めるのかというふうに考えると整理がつきそうだなと思います。 
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岡委員   事務局のほうから国の考え方等の説明があり、国に方針についてはわかりまし

たけれども、愛知県でもやはりこういう国保運営協議会というものを持っている

わけですけれども、国保の運営協議会の昨年度までの方針としては各市町村の法

定外繰入について、干渉はしないという方針だということを確認していまして、

県の国保運営協議会の方針について確認しているというふうに私は承知していま

すが、事務局の見解もそういうことでよかったですよね。 

 

河合課長   はい。現状としてはその通りだと思います。国でもさっきの話でペナルティー

を科したりすることはできないので、県には何の権限もございません。市町村の

法定外繰入に対して県が指導をすることはあり得ないというふうには考えていま

す。 

 

岡委員   去年、一昨年とこの問題をめぐって色々、意見交換をしてきましたが、私は当面

犬山市の現行の水準を守りながら、それでも県下平均よりもまだ少ないというこ

とですので、県下平均ぐらいになった時にはどうするかということは議論すべき

だろうと思いますけれども、当面は法定外の基準のある国の認める特定検診や糖

尿病性腎症重症化予防事業の一部や福祉医療を実施している云々での国庫負担の

減額分は法定外繰入の中でも犬山市はきちっとした線を設けてやっていこうとい

うことでやってきましたので、この分についてはやはり現状維持で進んでいくべ

きではないかなと思っていまして、それ以上というのは、また理論づけがないと

僕は難しいと思っていますので、当面は現状維持という考え方で、県下の状況も

にらみながら、進めていってはどうかなと思います。昨年に比べてかなりトーン

ダウンしました。 

 

河合課長   当局側としても先ほど岡委員が言われました国が禁止していない、我々も胸を

張って財政にものが言えるものについては、堅持をしていきたいというふうに思

っています。「法定外繰入は何でもかんでも悪だ」というつもりはありません。た

だ、県下平均は昨年もそうでしたが、先ほど申し上げた犬山の4～5千円の倍です。

1万円弱、9,800円とか8,000円とかそのぐらいの額になると思います。 

 

久世会長   一人当たりですか。 

 

河合課長   もちろん、一人当たりです。規模が違いますので、名古屋市が多いと言っても意

味がありませんので一人当たりで言いますが、一人当たりは、だいたいまだ平均

から比べると半分少しくらいということは確かなことです。 

 

久世会長   平均はだいたい今の金額の倍だという。 

 今日、結論を出すわけではないので、また議論を煮詰めていきたいです。 

 事務局、この後はいいですか。 

 

河合課長 

 

 

 

 

  では最後に一番大きな課題について、資料の4の1と2を見て頂きまして、数字が

入っていますけれども、これは「こういうふうだよ」という意味ではありません。

次回以降、この2つの表を使って議論をさせていただきたいと思いますので、今日

は予習として表の見方を覚えていっていただきたいということが本当の趣旨で

す。 
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河合課長  資料の4の1から参ります。まず、県に納めなければならない納付金というもの

があります。昨年の方たちには見慣れた資料ですが、そこから本来課税をすべき

であろうという金額を算出するために国のガイドラインを紐解いて、その通り頑

張って表にしたものでございます。一番頭に納付金額がきます。去年、予算の時や

協議会の時に示させていただいたものを30年度の決算時、実額に置き換えて検証

するために今回はこれを作りました。昨年払った納付金は、一番右上です。全部で

1,986,994,648円、約20億円弱をお支払いいたしました。その納付金から国保の事

業運営をするために必要なものをまず足します。先ほどから話題になっているが

ん検診の助成とか、皆さんのための保健事業のお金。それから医療機関の皆さん

にお支払いする金額は県から全額来ますが、任意給付と呼ばれる「出産育児一時

金」と「葬祭費」は自前の国保税から払うという形になっていますので、この2つ

の決算値を足します。それから同じくこれも保健事業です。医療費通知を出した

り、ジェネリック医薬品普及啓発をしたりする「広報活動費」を足します。それか

ら最後に特定健診などの費用を足します。これの合計が右端にきておりますから、

先ほどの19億8,000万円にこの１億700万円を足します。 

 

 一方、納付金から減額できるものの計算です。先ほどから話題になっている法

定及び法定外の繰入金は、一般会計からいただけるので、それは差し引きます。国

や県からもらえるお金も差し引きます。それから現年ではなくて滞納繰越といっ

て、溜まってしまった分の保険税が遅れて入ってくる分もここで減じます。それ

を合わせますと１億7,400万ばかり減らすものがありますので、納付金に足すもの

は足し、引くものは引きますと、⑭番17億4,000万円です。これが保険税として、

収入するのに必要な額ということになります。 

 

 それから去年、議論になりましたが、式としては収納率があって全額は入りま

せんので、収入額から収納率を割り戻しますと、本来、課税をするべき額というも

のが出ます。それが⑯番18億7,000万円の課税が必要という形で出てきます。ただ

し、これも先ほど出ていましたが、低所得者の皆さんのために保険税は減額をい

たしますので、その減額分は実際には課税をしませんから、ここでその部分を引

きます。１億8,000万円あります。それを差し引きますと昨年度、本来収入収支が

トントンになるために課税するべきであった額は約16億9,000万円であったとい

うことになります。 

 

久世会長   見込みですよね。 

 

河合課長   これは決算値から出したので、本来これだけ課税すべきであった金額です。 

 

久世会長   今年度の金額ですか。 

 

河合課長   30年度です。 

 

久世会長   30年度にこれだけ必要だったと。 

 ギャップでどれぐらいありましたか。 
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河合課長   そうですね、それがこの間、最初にお示しした赤字の額とほぼ合いますが2月億

8,000万円ぐらいだったと思います。実際の課税は14億を割りましたので、2億

9,000万円ぐらいが赤字であったということです。その部分はこの間からお話して

いる基金をもって穴埋めしています。 

 

久世会長   滞納分はどれぐらいになりますか。 

 

河合課長   滞納分の収入は⑩番です。合計で7,500万円ばかり実際に収入をしています。 

 

河合課長   現実には多い時には１億円ぐらいありましたが、現在、少しマイルドになって

7,000万ぐらいの収入です。 

 

久世会長   さっきの丸山委員のご意見のように「滞納分を徴収する努力はしてきたのか」

というところでは、「やってきた」ということですか。いただける分は大分減って

きてしまったが。 

 

河合課長   そうですね。当事者もいらっしゃるので恐縮ですが、平成26年から28年ぐらい

まで、システムの導入や色々なことがありまして、非常に収納の士気が上がって

いらっしゃって、その時は1億円ぐらいの収入がありましたが、そのおかげで実際、

あまり上げてなくても29年度までは済んできたということで、一長一短ですが、

収納行政が厳しかったおかげで国保税を上げずに済んだという面は否定できない

と思います。あらかた収納できるものは収納してしまいましたので、今後はなか

なか。 

 

久世会長   収納は繰り越していた分ですね。滞納で今まで溜まっていた分が努力をして回

収が少しできるようになって、ただ年度毎の徴収率は何パーセントぐらいです

か？ 

 

河合課長   現年度で、収納できるのがだいたい94％ありましたが、この間のご報告どおり

1％ぐらい落ちましたので、今、93％ぐらいです。7％ぐらいが残り、それが累積し

たものを頑張って徴収していただいた額が7,000万とか8,000万とかいう世界にな

っているということです。 

 

久世会長   今後、頑張って徴収を努力していただける金額というのは、そんなに見込めな

い状況だということですね。 

 

河合課長   理念としては収納率を上げていくべきだということで協議会からもいただき、

努力は当然だと思いますが、現実的な数字としては上がっていくことは難しいの

だろうなと思います。 

 

   以上が資料の4の1についてで、11月の中旬に県がこの上の納付金額を示します

ので、その他の加算減算は、我々が今、来年度の予算を作成する時期になっていま

すので、その数値を入れて、「本来はこれだけいただきたい」というものを今度、

お示しをしたいと思います。これはその予習です。 
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 次に資料の4の2です。見方といたしましては、先ほどの①番「本来の必要額」と

いうものが一番左の端にきます。30年度決算が丸めてありますが、先ほど申し上

げた16億9,000万円ぐらいが本来必要な額です。先ほど質問にありました「課税総

額」は、1,391,591,500円になりましたので、その乖離は⑥にきます。結果的に基

金で穴埋めをしなければいけない額ですが3億円弱、先ほど申し上げた2億9,000万

円ほどあるという現状でございます。この3億円は本来、保険税でいただかなけれ

ばならないという考え方ですから、最終的な到達地点としては「これを国保税と

していただけるようにしたい」ということです。ここから先は少し適当な数字に

はなってしまいますが、例えば令和元年、本来の必要額は被保険者が減っている

ので、少し減るだろうということで仮に16億4,000万円というものを置いてみまし

た。こちらは実数ですが、現在の課税総額は被保険者が減っていますから、やはり

実額は減ってきていまして、13億4,700万円ぐらいしかございませんので、最初29

年度に14億円とかあったものはどんどん目減りをしているような状況にありま

す。今年度は税率を上げていませんので、上昇額はございません。その1年後の上

昇額が③。それから④がその率。それから⑤は元々の制度改正前に比べてどれだ

け累積で上がっていくかを示したものです。最後⑥番が先ほど説明した基金、穴

埋めしなければ、基金や繰入金になるかも知れませんが、補てんをしていかなけ

ればならない額。「これだけ赤字だよ」という意味です。とりあえず国の激変緩和

というものがあって、今、納付金が20億円で高いと思われますが、これでも緩和を

されています。その緩和が終わるまでの期間をとりあえず市独自の緩和期間と考

えて、令和5年を設定してあります。この令和5年以降は国や県の激変緩和自体が

無くなってきますから、ここまでに到達していないと、また今の緩和額が1億5,000

万から1億8,000万でありますので、その到達点から更に1割ぐらいまだ値上げをし

ていかなければならないという事態は、先の話ですが、将来的に想定しなければ

ならないなというふうには思っています。それを踏まえて、令和5年までに税率を

適正なところまで増税をさせていただきたいということで、いっぺんに上げない

ための算段を表にさせていただいているものです。上と下の表は基本的に変わり

ません。一番右の「基金の補てん額」が上の表だと6億9,500万円で下の表だと7億

5,000万円になります。1年あたりの上昇率を最初のうちに頑張って上げておくと

基金の充当が少し減ります。下は純粋に均等に5年間、5％ずつぐらい上げていく

と「これぐらいいりますよ」という表になりますので、先ほどの県の資料をもとに

ここを作り直させていただいて、この５年までにどれだけ当局側としては上げて

いかなければならないという表をお示しして、それにも関わらずどうしていくか、

当面令和2年度の税率をどうしていくかということをご議論いただきたいという

ことで、今日はこの表の見方を覚えて帰っていただければと思っています。 

 

久世会長   基金残高はどれぐらいになりますか。 

 

河合課長   8億円です。 

 

久世会長   8億。この金額は使える金額だということですね。 

 

河合課長 

 

 

  そうですね。ただ、本当は全部使いたくないので、皆さんにはそのうちの2億円

はとって置かせていただいて、6億円はこれに使ってもいいかなと思っています。 
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河合課長 先ほどの話で、これは人口減が考慮してありません。すると何がなんだかわから

なくなる表になりますので、固定していますから、実際、人が減れば少し穴埋め金

額は減ってくるので、ギリギリ6億何千万円ぐらいで済めば、なんとか現実的な数

値ではないかなというふうに当局では思って作っています。 

 

久世会長   さっきの法定外繰入を議論する時に、ここの上昇額を見るとわかりやすくなる

のかなと思いましたが、この上昇額という金額を被保険者全部が負担した場合の

シミュレーションという形ですね。このうちの幾らかを法定外繰入にすると負担

がなくなる若しくは基金残高を増やす、減らすことを抑制するということができ

るので、次の時にそれを議論したいなと思います。ここで税率を決めなければい

けないものですから。予習のお話でした。 

 

岡委員   今の4の2はよくわかりますが、ここに資料1の県からの前年度精算の余剰金とい

うのが入っていないのではないかと思うのですが。もし入っていないのであれば、

例えば県全体で73億円、犬山市には7,500万ですので、5％から6％の値上げ分は県

の清算金で賄えるのではないかと思いますけれども。 

 

久世会長   3分の1しか賄えないけれども。 

 

河合課長   資料4の1は予習で、これは30年度に支払った納付金額ですので、ここから今、お

っしゃったとおり、多分、被保険者が減った分ぐらいは減額されるのと、今の3分

の1に最終的にはなるかも知れませんが、その分も引いてくださると思っています

ので、この金額よりは少ない金額が来るはずだと思っています。 

 

久世会長   県の余剰金が反映されているのか。 

 

河合課長   そうです。ですから11月15日にこれが発表になりますので、その時、これに改め

て入れて30年度と比べてみますと、ここが例えば18億円とかになっていると「あ

あ、減ったね」という話がわかると思います。ですから、課税額も減ってくるの

で、それを入れ直して何パーセントぐらい減ってきたというのをお示ししたいと

思っているところです。 

 

宮本委員   少しこれとは話がズレるのかも知れませんけれども、被保険者が減っていると

いうことですけれども、医療費の平均はどうですか。実際に伸びているのか、下が

っているのか。 

 

河合課長   被保険者が減っていますので、医療費の犬山市として使っている総額は減って

います。ただし、一人当たりの額は残念ながら上がっていまして、このトレンドは

全然変わらない状況です。 

 

久世会長   何パーセントぐらい上がっていますか。 

 

河合課長   純粋に給付費ですけれども、全体額はだいたい2％ぐらいずつくらいは減ってい

ますが、一人当たりは、30年度がだいたい30万円使っていまして、29年度は279,700
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円でしたので、一人当たりはかなり上がって7.5％上がっています。29年度は3.5％

で済んでいます。 

 

久世会長   では、結構バラつきがありますね。 

 

河合課長   28年度はオプチーボとかの非常に高い抗がん剤の薬価が途中でドンと引き下げ

られたので、その時だけは99.１％で下がっています。 

 

久世会長   薬価も影響を受けるのですね。 

 

河合課長   最近、医療の本体はお医者様のことを考えますと少しずつ上がっている状況で

すが、薬価のほうは結構、叩かれているので、薬価のほうを下げて全体を何とか引

き下げて、診療報酬全体を何とか下げていくというのが、今の国のトレンドです

が、ただ新薬が認可されて、発売をして、それが劇的に使われると給付費はドンと

上がってしまっていて、今も私共の中で全体額は下がっているのにも高額療養費

だけは上がっています。特にやはり癌の方で、高額な抗がん剤治療をする方が増

えているのかなと思っていますけれども。オプチーボは１回、確か80万円ぐらい

して、それを何か月か使用。ノーベル賞をもらわれた本庶先生が開発した薬です

けれども、劇的な効果はあるけれども、お値段が高いということで、ただ病気にな

った方は「使えるよ」と言われたらお使いになると思いますので。そういった事情

で、医療の薬剤の高度化でやはり一人当たりの医療費が下がるのは難しいのでは

ないかなと思っています。 

 

久世会長   他に質問、ご意見、ありませんか。 

では、この議題についてはまた議論したいと思います。 

 本日の議題は全て終了しました。 

 

 次は、その他ですね。「次回の協議会日程の調整」を行いたいと思います。 

 

河合課長   次回と次々回までお願いをしたいと思うのですが、次回を先ほどの話で15日前

後に県の発表があると思います。それから私どもが作業をして、木曜日となると

11月28日しかないと思っているのですが、いかがでしょうか。 

 

桑原委員   27日はどうですか。 

 

岡委員   午前中は農審がありますけれども、午後なら大丈夫です。 

 

河合課長   では、27日でいいですか。皆さん、ご異存がなければ、11月27日で、場所は、

会長のご助力をお願いし、5階の委員会室を取るとして、27日の１時半からという

ことでお願いします。 

   

 多分、今の様子を見ていると、この日だけで決着するとはなかなか難しいと思

いますので、ただ、目標が最初にお示ししたとおり年内の答申を目指しておりま

すので、実際そうしないと予算に反映ができないものですから、その次の日程と

して、12月19日の木曜日ですけれど、どうでしょうか。 
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久世会長   12月19日ですが、ご都合の悪い方、いらっしゃいますか。 

 

河合課長   いいですか。 

 では、12月の19日、木曜日の13時30分からということでお願いします。 

 一応、この日で結論を出していただけたらと思います。 

 

久世会長   今日は活発な議論をいただきましてありがとうございました。 

 最後に部長より締めの挨拶をお願いします。 

 

𠮷野部長   はい。みなさん、どうもありがとうございました。今日は3回目ということで、

さわりという形になりますが、税率改定のところまで踏み入って、ご議論いただ

きました。今後の2回、短い期間の中で、大変な仕事になろうかと思いますが、当

初に会長からも話があったように最終的には30％上げなければいけないというと

ころですが、先ほどの県の決算とかを見ると、これもあくまでも私たちの見解だ

けですが、最終的には30％よりもう少し低い額で済むのかなというふうに正直思

っています。それに伴って、今後税率をどれぐらい上げていくのか、法定外繰入を

どうしていくかということをまた皆さんにご協議をいただいて、またそちらのほ

うを2回で詰めていただくというような、少し大変な作業になるかも知れませんが

是非、よろしくお願いしたいと思います。 

 本当に今日は、ありがとうございました。 

 

久世会長   ありがとうございました。 

（ 閉 会 ） 
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